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院
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員
宮
崎
岳
志
君
提
出
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
著
作
「
我
が
闘
争
」
の
一
部
を
、
学
校
教
育
に
お
け
る
教
材
と
し

て
用
い
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
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院
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宮
崎
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志
君
提
出
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ド
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フ
・
ヒ
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ラ
ー
の
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作
「
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闘
争
」
の
一
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を
、
学
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教
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お
け
る
教
材

と
し
て
用
い
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

学
校
で
の
国
語
科
や
道
徳
の
時
間
を
含
む
全
て
の
教
科
等
の
指
導
に
お
け
る
教
科
用
図
書
以
外
の
教
材
の
使
用
に
つ
い
て
は
、

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
四
条
第
二
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
科
用
図
書
以
外
の
教
材
で

有
益
適
切
な
も
の
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
文
部
科
学
省
が
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
宛
て
に
発

出
し
た
「
学
校
に
お
け
る
補
助
教
材
の
適
正
な
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
七
年
三
月
四
日
付
け
二
十
六
文
科
初
第
千
二

百
五
十
七
号
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
通
知
）
に
お
い
て
示
し
た
教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
等

の
趣
旨
に
従
っ
て
い
る
こ
と
等
の
留
意
事
項
を
踏
ま
え
た
有
益
適
切
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
校
長
や
学
校
の
設
置
者
の
責
任
と

判
断
で
使
用
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
御
指
摘
の
「
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
著
作
「
我
が
闘
争
」
」
に
つ
い
て
は
、

同
書
の
一
部
を
引
用
し
た
教
材
を
使
用
し
て
同
書
が
執
筆
さ
れ
た
当
時
の
歴
史
的
な
背
景
に
つ
い
て
考
察
さ
せ
る
と
い
う
授
業

が
行
わ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
他
方
、
仮
に
人
種
に
基
づ
く
差
別
を
助
長
さ
せ
る
と
い
っ
た
形
で
同
書
を
使

用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
法
等
の
趣
旨
に
合
致
せ
ず
不
適
切
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
万
一
こ
の
よ
う
な
指
導
が
さ
れ

た
場
合
に
は
、
所
轄
庁
や
設
置
者
に
お
い
て
厳
正
に
対
処
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。


